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特別養護老人ホーム  報 徳 園 

『介護老人福祉施設』重要事項説明書 
 

  ご契約者に対するサービスの提供開始にあたり、厚生労働省令の規定に基づき、当事業

者があなたに説明すべき重要事項は、次のとおりです。 

 

１．事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 社会福祉法人高田真善会 

主たる事務所の所在地 〒514-0065 三重県津市河辺町１３１７番地１ 

代表者（職名・氏名） 理事長 千草 篤麿 

設立年月日 昭和５５年１０月２９日 

電話番号 ０５９－２２８－１９５１ 

 

２．ご利用事業所の概要 

 ご利用事業所の名称 特別養護老人ホーム報徳園 

サービスの種類 介護老人福祉施設 

事業所の所在地 〒514-0065 三重県津市河辺町１３１７番地１ 

電話番号 

ＦＡＸ番号 

０５９－２２８－１９５１ 

０５９－２２８－１９５２ 

指定年月日 

事業所番号 

令和８年４月１日(当初指定平成１２年４月１日) 

三重県指定 第２４７０５００４８５号 

管理者の氏名 園長 千草 篤麿 

利用定員 １１０名 

 

３．事業の目的と運営の方針 

事業の目的 
高齢者が自立した生活を送れるように、介護を必要とするものに対し

、指定介護老人福祉施設に入所することを目的とする。 

運営の方針 

 施設サービス計画に基づき、可能な限り居宅における生活への復帰を

念頭において、入所者がその有する能力に応じて自立した生活を営むこ

とができるようするものである。 

 入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立ったサービス

を提供する。 

 明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家族との結び付きを重視した運

営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介

護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と

の密接な連携に努める。 

 

 

令和８年４月１日変更 
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４．事業所の職員体制 

 当事業所では、ご契約者に対して指定介護福祉施設サービスを提供する職員として、以

下の職種の職員を配置しています。 

〈主な職種の配置状況〉※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

従業者の職種 主な業務内容 勤務の形態・人数 

管理者 業務の一元的な管理 常勤  １人 非常勤   人 

生活相談員 生活相談及び指導 常勤  ３人 非常勤  １人 

介護職員 介護業務 常勤 ３７人 非常勤  ７人 

看護職員 健康管理、衛生管理 常勤  ２人 非常勤  ７人 

 機能訓練指導員(看護職員と兼務) 身体機能の向上、指導 常勤  １人 非常勤  ２人 

 介護支援専門員(相談員と兼務) 介護サービス計画 常勤  ２人 非常勤  １人 

嘱託医師 健康管理、療養指導 常勤   人 非常勤  ２人 

管理栄養士 食事献立、栄養指導 常勤  ３人 非常勤   人 

※ 短期入所生活介護事業（定員１５名）と併設のため定員１２５名に対しての職員

配置数となっております。 

〈主な職種の勤務体制〉 

従業者の職種 勤 務 体 制 

介護職員 

 日勤 ：  ８：００～１７：３０ 
 早番 ：  ７：００～１６：３０ 
 遅番 ：  ９：３０～１９：００ 
 夜勤 ： １７：００～ ９：００ （５名） 

看護職員 日勤 ：  ８：００～１７：３０ 

 機能訓練指導員 日勤 ：  ８：００～１７：３０ 

医師 
医師（精神科） 

毎週 火・金   午後 
毎月２回     午前 

 

５．居室等の概要 

 当事業所では、以下の居室・設備をご用意しています。利用される居室は、ご契約者の

心身の状況にあわせて、軽介護・中介護・重介護・認知症の４ゾーンのうちで決めさせて

いただきます。 

居室・設備の種類 室数 備考 

個室(１人部屋) 
１５室 従来型個室 

 ４室 多床室扱 

２人部屋  ６室 多床室(相部屋) 

３人部屋  １室 多床室(相部屋) 

 ４人部屋 １９室 多床室(相部屋) 

 食堂 ４か所  

機能訓練室 ２か所  

浴室 ２か所  機械浴・特殊浴槽 

医務室 １か所  

 ※居室の変更：ご契約者から居室の変更の希望の申し出があった場合は、居室の空き状

況により施設でその可否を決定します。また、ご契約者の心身の状況により居室を変更す

る場合があります。 
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６．提供するサービスの内容 

（１）施設サービス計画（介護サービス計画）の立案 

   ご契約者の意向を踏まえた上で、介護福祉施設サービスの目標及びその達成時期、

サービス内容、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ施設サービス計画を

作成いたします。 

（２）食事 

   当事業所では、管理栄養士（栄養士）の立てる献立表により、栄養並びにご契約者

の身体の状況及び嗜好を考慮した食事を提供します。 

また、ご契約者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原

則としています。 

   食事時間 朝食：8:00～  昼食：11:30～  夕食：17:00～ 

（３）入浴 

   入浴又は清拭を週２回行います。 

寝たきりでも機械浴槽を使用して入浴することができます。 

（４）排泄 

   排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

（５）機能訓練 

   機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必

要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 

（６）健康管理 

   医師や看護職員が、健康管理を行います。 

（７）その他自立への支援 

   寝たきり防止のため、出きる限り離床に配慮します。 

   生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うように配慮します。 

   清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。 

 

７．利用料 

（１）あなたがサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、あなた

からお支払いいただく「利用者負担金」は、基本利用料の１割又は２割又は３割(介護保

険負担割合証に記載)の額です。 

 

介護福祉施設サービスの利用料 

【基本部分：従来型個室・多床室】 

利用者の 

要介護度 

介護福祉施設サービス費（１日あたり） 

基本単位 
基本利用料 

（×10.27） 

利用者負担金 

（＝基本利用料の１割の場合） 

要介護１ ５８９単位 ６，０４９円   ６０５円 

要介護２ ６５９単位 ６，７６７円   ６７７円 

要介護３ ７３２単位 ７，５１７円   ７５２円 

要介護４ ８０２単位 ８，２３６円   ８２４円 

要介護５ ８７１単位 ８，９４５円   ８９５円 
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（２） 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

加算の種類 加算の要件 

加算額 

基本単位 
基本利用料 

（×10.27） 

利用者負担金 

(１割の場合) 

日常生活継続支援
加算 

１日につき ３６単位  ３６９円  ３７円 

夜勤職員配置加算
Ⅰロ 

１日につき １６単位 １６４円 １７円 

看護体制加算Ⅰロ １日につき ４単位 ４１円 ５円 

看護体制加算Ⅱロ １日につき ８単位 ８２円 ９円 

精神科医療養加算 １日につき ５単位 ５１円 ６円 

認知症専門ケア加
算Ⅰ 

１日につき ３単位 ３０円 ３円 

褥瘡マネジメント
加算 

１月につき ３単位 ３０円 ３円 

排せつ支援加算 １月につき ３単位 ３０円 ３円 

科学的介護推進体
制加算Ⅰ 

１月につき ４０単位 ４１０円 ４１円 

性向上推進体制加
算Ⅱ 

１月につき １０単位 １０２円 １１円 

安全対策体制加算 入所時に１回 ２０単位 ２０５円 ２１円 

外泊時費用 
６日以内の入院又は外
泊をされた場合（１日
につき） 

２４６単位 ２，５２６円  ２５３円 

初期加算 

入所した日から起算し
て30日以内期間（30日
を超える入院後に再び
入所の場合も同様）(１
日につき) 

３０単位 ３０８円 ３１円 

退所時栄養情報連
携加算 

退所の際に栄養管理に関
する情報を医療機関等に
提供した場合、１月に１
回を限度 

７０単位 ７１８円 ７２円 

退所前連携加算 

居宅介護支援事業所と退
所前から連携し、情報提
供とサービス調整を行っ
た場合 

５００単位 ５，１３５円 ５１４円 

退所時情報連携加
算 

入所者が退所し医療機関
に入院する場合において
、入所者の情報を提供し
た上で、当該入所者の紹
介を行った場合 

２５０単位 ２，５６７円 ２５７円 

看取り介護加算 

終末期にあると判

断した入所者につ

いて、本人または

家族の同意を得て

施設で看取り介護

を行った場合 

死亡日以前 

31～45日 
７２単位 ７３９円 ７４円 

死亡日以前 

４～30日 
１４４単位 １，４７８円 １４８円 

死亡日の前日

・前々日 
６８０単位 ６，９８３円 ６９９円 

死亡日 １，２８０単位 １３，１４５円 １，３１５円 

介護職員等処遇改

善加算Ⅰ 
１月につき 所定単位数×160/1000×10.27 左記計算式の

１割の金額 

※ 上記の（１）（２）の利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改

定された場合は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前
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に新しい基本利用料を書面でお知らせします。 

※ 上記料金の（１）（２）の自己負担額については、１日又は１回あたりの介護保険報

酬単位に地域単価数（10.27）を乗じ、その１割相当額を切り捨て算出するため、ご利

用日数等により変動がございます。 

 

（３）その他の費用 

食 費 

１日につき１，５５０円。 

（ただし、朝食３３０円、昼食６６０円、夕食５６０円とし、１食単

位で費用の支払いを受けるものとします。） 

また、利用者の希望により特別な食事を提供した場合は、費用の実費

をいただきます。 

 (負担限度額認定を受けている場合は、認定証に記載されている負

担限度額) 

居住費 

従来型個室（１日につき） １，２３１円 

多床室(１日につき)      ９１５円 

 (負担限度額認定を受けている場合は、認定証に記載されている負

担限度額) 

その他 

① 特別な食事 

   ご契約者のご希望に基づいて特別な食事を提供した場合 

   利用料金：要した費用の実費 

② レクレーション、クラブ活動 

   ご契約者の希望によりレクリエーション等に参加した場合 

   利用料金：材料等の実費 

③ 日常生活品上必要となる諸費用 

日常生活品の購入代金等ご契約者の希望により提供する日常生

活上必要な身の回り品等について、費用の実費をいただきます。 

 

（４）支払い方法 

 上記（１）から（３）までの利用料（利用者負担分の金額）は、１ヶ月ごとにまとめ

て請求しますので、次のいずれかの方法によりお支払いください。 

支払い方法 支払い要件等 

ゆうちょ銀行 

口座引き落し 

サービスを利用した月の翌月の２６日（祝休日の場合は直後の平日）

に、あなたが指定する口座より引き落します。 

銀行振り込み 

サービスを利用した月の翌月の２６日（祝休日の場合は直前の平日）

までに、事業者が指定する下記の口座にお振り込みください。 

百五銀行 一身田支店 普通預金 口座番号３７４５６３ 

口座名  社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

高田
た か だ

真
しん

善会
ぜんかい

 

     特別
とくべつ

養護
よ う ご

老人
ろうじん

ホーム
ほ ー む

報徳
ほうとく

園
えん

 園長
えんちょう

 千草
ち く さ

篤
あつ

麿
まろ

 

現金払い 
サービスを利用した月の翌月の２６日までに、現金でお支払いくださ

い。 

 

８．非常災害対策 

事業者は、非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を備えるとともに、常に関

係機関と連絡を密にし、とるべき措置についてあらかじめ消防計画を作成し、消防計画

に基づき、年２回以上利用者及び従業者等の訓練を行います。 
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９．緊急時における対応方法 

サービス提供中に入所者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速

やかに主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。 

 

１０．事故発生時の対応 

 サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、市町村及び関

係諸機関等への連絡を行うなど必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処 

置について記録しておきます。 

 

１１．守秘義務に関する対策 

 事業者及び従業者は、業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を保守します。 

また、退職後においてもこれらの秘密を保守するべき旨を、従業者との雇用契約の内容

としています。 

 

１２．入所者の尊厳 

 入所者の人権・プライバシー保護のため業務マニュアルを作成し、従業者教育を行い

ます。 

 

１３．身体拘束の禁止 

 原則として、入所者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束します。 

 但し、緊急やむを得ない理由により拘束をさせざるを得ない場合には事前に入所者及

びその家族へ十分な説明をし、同意を得るとともに、その態様及び時間、その際の入所

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由について記録します。 

 

１４．虐待防止のための措置 

事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、虐待防止のための対策を検討する

委員会を設置し、虐待防止のための指針を作成し、職員に対し虐待防止のための研修を実

施し、これらを適切に実施する担当者を置きます。 

 

１５．苦情相談窓口 

 

（１）サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。 

事業所相談窓口 

窓口担当 ： 園長 千草篤麿、  介護業務部長 伊藤綾子 

受付時間 ： 午前８時～午後５時３０分 

電話番号  ： ０５９－２２８－１９５１ 

 

（２）サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。 

苦情受付機関 

津市役所 介護保険課 

三重県津市西丸之内23-1 

電話番号  ０５９－２２９－３１４９ 

ＦＡＸ番号  ０５９－２２９－３３３４ 

受付時間  午前９時～午後５時 

       （土・日・祝日を除く） 

三重県国民健康保険団体連

合会 介護保険課 

三重県津市桜橋２丁目96 

         三重県自治会館内 



  7/9 

電話番号  ０５９－２２３－６６００ 

ＦＡＸ番号  ０５９－２２２－４１６６ 

受付時間  午前９時～午後５時 

       （土・日・祝日を除く） 

三重県社会福祉協議会 

三重県津市桜橋２丁目131 

       三重県社会福祉会館内 

電話番号  ０５９－２２７－５１４５ 

ＦＡＸ番号  ０５９－２２７－６６１８ 

受付時間  午前９時～午後５時 

       （土・日・祝日を除く） 

１６．協力医療機関 

医療を必要とする場合は、ご契約者の希望により、下記医療機関において診療や入院

治療を受けることができます。（但し、下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保

証するものではありません。また、下記医療機関での診療・入院治療を義務づけるもの

でもありません。） 

医療機関の名称 所在地 診療科 

永井病院  津市西丸之内２９番２９号  内科・外科・整形外科他 

 岩崎病院  津市一身田３３３  内科・外科他 

 遠山病院  津市南新町１７‐２２  内科・外科他 

 

１７．損害賠償について 

当施設において、施設の責任によりご入所者に生じた損害については、施設は、速や

かにその損害を賠償します。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

ただし、損害の発生について、ご利用者様に故意又は過失が認められた場合には、ご

利用者様の置かれた心身の状況等を斟酌して減額するのが相当と認められた場合には、

施設の損害賠償責任を減じさせていただきます。 

 

１８．施設の利用にあたっての留意事項 

 当施設のご利用にあたって、施設に入所されている利用者の共同生活の場として快適性、

安全性を確保するため、下記の事項をお守りください。 

（１） 持ち込みの制限 

入所にあたり、日常生活に必要なもの以外は原則として持ち込むことができません。 

その他のものについては、ご相談ください。 

（２） 面会 

面会時間  ９時００分～１１時００分、１４時００分～１６時００分 

(感染症予防等のために制限することもあります) 

※来訪者は、必ずその都度面会カードにご記入ください。 

※なお、来訪される場合は、金銭・飲食物の持ち込みは職員に連絡ください。 

（３）外出・外泊 

外出、外泊される場合は、事前にお申し出ください。 

（４） 食事 

  食事が不要な場合は、前日までにお申し出ください。前日までに申し出があった場合

には食事に係る自己負担額は減免されます。 

（５） 施設・設備の使用上の注意 

 ・居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 

 ・故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊した
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  り、汚したりした場合には、ご契約者に自己負担により原状に復していただくか、又

  は相当の代価をお支払いいただく場合があります。 

 ・ご契約者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる

場合には、ご契約者の居室内に立ち入り、必要な措置を取ることができるものとしま

す。但し、その場合、ご本人のプライバシー等の保護について、十分な配慮を行いま

す。 

 ・当施設の職員や他の入所者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活

動を行うことはできません。 

（６） 喫煙 

  施設屋内での喫煙はできません。 

（７） カスタマーハラスメントの対応について 

  入所者様又はご家族等からの言動のうち、社会通念上相当な範囲を超え、職員の就業

環境を害するおそれのある行為については、カスタマーハラスメントに該当する場合

があります。 

  具体的には、次のような行為が該当することがあります。 

   ・大声での𠮟責や威圧的な言動 

   ・人格を否定する発言や差別的な言動 

   ・業務の範囲を超えた過度な要求 

   ・長時間にわたる執拗な要望やクレーム 

  これらの行為が認められた場合には、複数名での対応や、サービス提供方法の見直し

をさせていただくことがあります。 

  なお、介護サービスに関する正当なご意見・ご要望・苦情につきましては、これまで

どおり誠意をもって対応いたしますので、遠慮なくお申し出ください。 
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   令和    年    月    日 

 

事業者は、利用者へのサービス提供開始にあたり、本書面に基づき重要事項の説明を行

いました。 

事 業 者  所在地       三重県津市河辺町１３１７番地１ 

事業者（法人）名  社会福祉法人高田真善会 

          特別養護老人ホーム報徳園 

          園 長  千 草 篤 麿   ㊞ 

 

説明者職・氏名   生活相談員          ㊞ 

 

 

 

私は、事業者より本書面に基づき重要事項について説明を受け、サービスの提供開始に

同意します。 

 

        利 用 者      〒 

住 所 

 

氏 名                       ㊞ 

 

署名代行者（又は法定代理人） 

          〒 

住 所 

 

本人との続柄 

 

氏 名                     ㊞  

 

 


